
高知県沿岸漁業改善資金保証料補給要綱の一部改正新旧対照表

新 旧

高知県沿岸漁業改善資金保証料補給要綱

第１条～第３条 〔略〕

（対象者）

第４条 この要綱により保証料補給の対象となる漁業者（以下「対象漁業者」という。）

は、沿岸漁業を開始する者又は営む者であって次の各号の全てに該当する者とする。

（１）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

〔以下略〕

第５条～第 19 条 〔略〕

別表第１～第３ 〔略〕

附 則 〔略〕

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

高知県沿岸漁業改善資金保証料補給要綱

第１条～第３条 〔略〕

（対象者）

第４条 この要綱により保証料補給の対象となる漁業者（以下「対象漁業者」という。）

は、沿岸漁業を開始する者又は営む者であって次の各号の全てに該当する者とする。

（１）県税を滞納していないこと。

〔以下略〕

第５条～第 19 条 〔略〕

別表第１～第３ 〔略〕

附 則 〔略〕
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別記

第１号様式（第８条関係）

高知県沿岸漁業改善資金保証料補給依頼書

〔以下略〕

第２号様式（第８条関係）

年度高知県沿岸漁業改善資金保証料補給承認申請書

〔略〕

別記

第１号様式（第８条関係）

高知県沿岸漁業改善資金保証料補給依頼書

〔以下略〕

第２号様式（第８条関係）

年度高知県沿岸漁業改善資金保証料補給承認申請書

〔略〕
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(新設)
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第３号様式（第９条関係） 〔略〕

第４号様式（第 10 条関係）

年度高知県沿岸漁業改善資金保証実行報告書

〔以下略〕

第５号様式（第 11 条関係）

高知県沿岸漁業改善資金保証料補給繰上償還報告書

〔以下略〕

第３号様式（第９条関係） 〔略〕

第４号様式（第 10 条関係）

年度高知県沿岸漁業改善資金保証実行報告書

〔以下略〕

第５号様式（第 11 条関係）

高知県沿岸漁業改善資金保証料補給繰上償還報告書

〔以下略〕
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第６号様式（第 13 条関係）

高知県沿岸漁業改善資金保証料補給金請求書

〔以下略〕

第７号様式（第 13 条関係） 〔略〕

第６号様式（第 13 条関係）

高知県沿岸漁業改善資金保証料補給金請求書

〔以下略〕

第７号様式（第 13 条関係） 〔略〕


